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整 理 番 号  2017P-215 

補助事業名  平成29年度 福祉車両の整備 補助事業 

補助事業者名  社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会 

 

１ 補助事業の概要 

（１）事業の目的 

 長期にわたり，介護保険制度及び障害者総合支援制度に基づく訪問入浴サービス 

を提供してきたが，訪問入浴車が老朽化したことに伴い，故障や不具合等が相次ぎ， 

サービスの提供に支障をきたす状況となってきたことから，新規に訪問入浴車を導 

入し，安心・安定した訪問入浴サービスを提供する。 

 

（２）実施内容 

  福祉車両の整備（http://www.kanoyasyakyou.jp）  

   ○車 両 名 訪問入浴車［入浴サービス設備装備］１台 

   ○車   種 ダイハツ ハイゼット 

  ○排 気 量 ６６０ｃｃ 

  ○入浴設備 （株）デベロ 

  ○用  途 指定訪問入浴介護事業（介護保険事業）及び障害者等入浴サービ 

ス事業（市受託事業）で車両を使用します。この事業は，自宅の 

浴槽では入浴困難な高齢者や身体障がい者（児）がいる家庭に， 

看護師や介護福祉士等が専用の特殊浴槽やボイラー等を装備した 

訪問入浴車で訪問し，その浴槽等を利用者宅内の部屋に持ち込ん 

                      で入浴サービスを提供します。 
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２ 予想される事業実施効果 

訪問入浴サービスは，かねて入浴する機会が少ない，寝たきり高齢者や重度身体障

害者(児)の皆様の身体の清潔保持はもちろんのこと，床ずれの防止やリハビリなどに

つながる効果があり，日常的な在宅介護を支える重要な介護サービスといえます。 

また，ターミナル期の利用者が増えている中，訪問入浴サービスは，住み慣れた自

宅内でターミナルケアを望む利用者やその家族の皆様にとって，欠かすことが出来な

い有益な介護サービスともいえます。 

当会では，市内唯一の訪問入浴介護サービス事業所として，地域の在宅介護を支え

ていく使命と責任感で，利用者の皆様に訪問入浴サービスを提供しております。 

このような中，老朽化した訪問入浴車を導入したことにより，これまで以上に，安

定した訪問入浴サービスを提供することが可能になり, 重度化する利用者の在宅介護

の推進につながるものと考えています。 



（別紙５） 

 

3 

 

３ 印刷物等 

   本事業に係わる印刷物等 

「かのや社協だより」(第３９号) 平成３０年１月１３日発行 

（http://www.minc.ne.jp/office3/_src/sc3134/8ead89ae8es8ed08ba682be82e682e8-398d8681i8dz97b981j.pdf） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事業内容についての問い合わせ先 

団 体 名： 社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会 

（シャカイフクシホウジン カノヤシシャカイフクシキョウギカイ） 

住   所： 〒893-0009 

鹿児島県鹿屋市大手町1番1号 

代 表 者： 会長 浜田 保（カイチョウ ハマダタモツ） 

担 当 部 署： 在宅福祉サービス課（ザイタクフクシサービスカ） 

担 当 者 名： 課長補佐 永田 博光（ナガタ ヒロミツ） 

電 話 番 号： 0994-42-7188 

F A X： 0994-42-7355 

E - m a i l： info@kanoyasyakyou.jp 

U R L： http://www.kanoyasyakyou.jp 

http://www.minc.ne.jp/office3/_src/sc3134/8ead89ae8es8ed08ba682be82e682e8-398d8681i8dz97b981j.pdf
http://www.kanoyasyakyou.jp/

